
131130 第 II 部　第五分科会　事例 ２  模擬労働審判を通じて労働法を知る・使う・考える

ワークシート　　この事案をどう解決するか？

１. 結論：　解雇は有効　　解雇は無効　　（どちらかに○をつける）

２. 職場に戻す？　戻さない？　　　戻す　　戻さない

３. 仮に退職させるとした場合の条件は？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４. 理由（箇条書きでよい）

あなたの意見

周りの人の意見

班でまとまった意見

　　  　組  　番  氏名

資料 ４ （ワークシート）

　本授業は 7 クラスで実施したが、質問パートはどこのクラスでも非常に活発であり、教員サイドか
ら質問を促す必要はほぼなかった。多く見られた質問としては、労働者側に対しては、仕事中に動画
視聴をしたことによる影響を問うものや、コロナ禍後の業績改善の状況を問うものがあった。他方、
使用者側に対しては、社内における食品安全衛生に関する指導監督体勢の整備について問うものが多
く見られた。いずれも、本件の争点を的確に把握した適切なものである。他にも多種多様な質問が
あったが、単なる興味本位による争点と無関係な質問は全クラスを通じて一つもなく、生徒が真剣に
この授業に取り組んでいたことを示していた。
　判断パートでは、各クラスとも 8 班に分けて班ごとに発表してもらい、 1 班ごとに弁護士講師から
講評を行った（ただ、 8 班だと発表時間の制約がかなり厳しかったため、班の数の設定には考慮の余
地があろう）。法曹実務においては、労働審判で解雇が争われる場合には金銭解決（経営者が労働者に
一定の金銭を支払う代わりに労働者は退職に応じるという解決）に至ることが圧倒的に多いが、この
授業においては、設定上、労働者が現場に復帰することを強く希望しているということもあり、金銭
解決ではなく何らかの形での復帰を認めるという解決に至った班が多数みられた。また、単にお金で
解決するとか、現場に戻すというだけではない創意工夫が多々見られたことも大きな特徴である。例
えば、解雇する程の非違行為があったとはいえないが、問題行動があったのは確かなので、下位の従
業員の気持ちを理解するために、一度アルバイトの条件で何か月か働いて、その後に復帰を認める、
などという解決案もみられた。また、現職復帰を認めるとした班の理由付けとして、確かに当該労働
者は業務上の失敗を犯しているが、そのような失敗の経験をした労働者だからこそ、かえって将来に
向けてより一層の奮起を期待できるのではないか、という指摘をした班もあった。こうした観点の提
示からは、授業者側がむしろ感銘を受けることもあったものである。

3 　授業実践

　この授業の成果として、以下の点を挙げることができる。

①　民事紛争解決手続に関する知見の習得と権利意識の醸成
　模擬労働審判の実践を通じて、生徒は裁判所において民事紛争解決手続がどのように行われている
のか、その知見を得ることができた。裁判所で日々行われている権利実現のプロセスを、より「生」
のものに近い形で生徒に伝達できたことは、本授業による大きな成果であると考えられる。

②　紛争解決のための「思考力」、「質問力」、「判断能力」の醸成
　本授業においては、生徒の質問パートに多くの時間を割いており、そこで期待以上に活発な発言を
得ることができた。そして、多くの班は、質問に対する回答内容に根ざした解決案の提示を行ってい
た。こうした思考・判断のプロセスの体験自体が、大きな成果であるといえる。
　本授業では、当初の段階では設定の多くの部分を隠しておいたためか、かえって生徒の想像力をか
き立てることができた。「考える」、「聞く」、「判断・決断する」というプロセスをなぞらせることがで
きたようである。

③　言語化・発表能力の醸成
　約 1 分の発表時間の中で本教材に含まれる全ての争点について的確に認定事実を示した上で解決案
を提示するという形での発表を行った班が全クラス中 2 班あり、これらは発表者が非常に優れた論理
的思考能力、表現力を持っていることを示すものであった。今般の授業は発表内容に点数を付けると
いう形式のものではなかったが、考えたことを順序立てて言葉にするという経験をしたことは、生徒
にとって有益であったと思われる。

4 　成果とまとめ
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（黒葛原 歩・千葉県弁護士会）


